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町
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言

徳
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の
都
市
行
政
は
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叉
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、
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で
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れ
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法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

一
三
四

た
が

、

大

坂

に
於

て
も
、

大

坂

町

奉

行

以

下

の
幕

吏

が

大

坂

全

燈

の
政

治

を
掌

り
、

次

い
で
南

組

、

北

組

、

天

満

組

の
三

癖

を

区
劃

し
、

各

郷

世
襲

の
惣

年

寄

な

る
者

を

し

て
夫

々
の
行

政

に
當

ら

し

め
、

更

に
細

分

し

て
町
年

寄

の
支

配

す

る
町

を

置

き
、

而

し

て
又

①

そ

の
下

に
五

人
組

を

設

け

忙

の

で
あ

る
。

扱

て
、

此

町
年

寄

に
依

つ
て
支

配

せ

ら

れ

る
町

に
關

す

る
史

料

の
、

珈

か
纒

ま

り

た

る

も

の

が

偶

々
手

元

に
存

す

る

の

で
、

そ
れ

②

を
通

し

て
、

徳

川
時

代

の

大
坂

町

制

の

一
斑

を

、
こ
ゝ
に

窺

う

て
見

よ

う

ご
思

ふ
の

で
あ

る
。

①

近

世
の
大
坂
市
制

一
般
に
關

し
て
は
、
遠
藤
芳
樹

『
大
阪
商
…菜
習
慣
録
』
(
「
大
阪
商
業

史
料
集

成
」第

一
輯
所

牧
)
、
幸
田
成
友
博
士

の

『
徳

川
時
代

の
大
阪
市
制
』
(
同
博
士

「
経
済
史
研
究

」
所
牧
)
、
同
博
士

「
江
戸
と
大
阪
」、
「
大
阪
市
史

」
第

一
、
黒
羽
兵
治
郎
氏

『
大
阪
市
制

の
沿
革

』

(
「
明
治
大
正
大
阪
市
史
」
第

三
巻
所
牧
)
、

「
南
区
志

」、

「
東
区
史
」

第
二
巻
等

に
詳
細
で
あ

る
。
本
稿

一
々
註
記

せ
ざ
る
記
述

は
、
殆
ん
ど
之
等

の
諸
著

に
負

へ
る
も
の
で
あ
る

(
次
註
所
出
刊
行
史
料

に
採

る
こ
と
も
あ
る
)
。

・

②

此
種

の
大
坂
町
制

一
般
は
、
前
註
所

出
諸
著

の
既

に
説
明
す

る
と

こ
ろ
で
あ
り
、

大
阪
町
は
、
江
戸

に
於

て
は
町
名
主
に
依

つ
て
支
配
せ
ら

れ
る
町

に
、

叉
名
主
或
は
庄
屋

に
依

つ
て
支
配
せ
ら
わ
る
村

に
、
比
當

す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容

の
詳
細

に
至

つ
て
は
必
ず

し
も
充
分
明
瞭

に
せ
ら
わ
た
と
は
云

へ
な

い
様

に
見
受
け
ら

れ
る
の
で
、
関
係

史
料

の
紹
介

以
上
に
出
で
る
も

の

で
は
な

い
が
、
敢

へ
て
此

一
小
文
を
草
す

る
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。
尚
ほ

、
近
世
大
坂
町
制
史
料

に
し
て
世

に
知
ら
れ
た
る
も
の
稀
少
な

り

と
云
ふ

の
で
は
な
く
、
「
大
阪
市

史
」
第
五
、
前
出

『
大
阪
商
業
脅
慣
録
』、

「
浪
華
叢
書
」
第

一
、
第
二
、

「
南
区
志

」、

「
東
区
史
」

第

二
巻
等
比
較
的

そ
の
多
く

を
牧
録
し

て
ゐ
る
。

大
阪
市
役
所
が
天
満
組
御
池
通

六
丁
目
、
南
瓦
屋
町
、
道
頓
堀

川
八
町
、
順
慶
町

一
丁
目
等
奮
藏
の
諸
記
録
を
所
藏
し

て
ゐ
る
こ
と
を
、

同
市
役
所

の
好
意

に
て
、

本
春
確
か
め
得

た
が
、
未

だ
熟
讃

の
機
を
得
な

い
。

今
手
元

の
大
坂

町
制
史
料

と
は
、

「
大
阪
津
村
南
之
町
内

諸
書
付
及
控
帳
」

及
び

「
大
阪
塩
町
四
丁
凋
町
内
記
録
」

(
九
大
法
文
學
部

藏
)

と
題
す
る
、
當
時

の
大
坂
南
組
津
村
南
之
町
町
會
所
及
び
北
組
塩
町
四
丁
圓

の
町
會
所

の
奮
藏

に
か

芝
る
記
録
文
書

で
あ
る
が
、
就
中



前
者

の
方
が
よ
く
保
存

せ
ら
わ
て
ゐ
る
の
で
、

以
下

に
は
之
を
中
心
と
し
、

そ
わ
に
後
者
を
配
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
Q

尚
ほ

此
史
料
は
、
古

き
は
延
寳

時
代
、
新
し
き
は
明
治

の
初
年

に
成

つ
た
も

の
で
あ
る
が
、

個
々
の
制
度

の
浩
革
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
ほ

ど
完
備
し

て
は
ゐ
な

い
。

し
か
し
夫
々
の
史
料
を
通

し
て
町
制

の

一
斑
を
推
測
す
る
こ
ど
は
難
く
な

い
。

序

に
、
繁
雑
乍

ら
、
雨
町
會
所

の
保
存
諸
帳
簿
名
を
次

に
列
記
紹
介
し

て
置

き
度

い
と
思

ふ
。
町
會
所
備
付

の
帳
簿
名
を
知
る
こ
と
に
依

つ
て
、
當
時

の
町
制

の
輪
廓
を
先
づ
推
測
す
る
こ
と
が
出
來

る
と
考

へ
る
か
ら
で
あ
る

(
例

へ
ば

「
大
阪
市
史
」
、

前
掲

「
日
本
経
済

史
研

究
」・
『
大
阪
商
業

習
慣
録
』
等
に
も
町
會
所
備
付
帳
簿
名
見
ゆ
)
。
津
村
南
之
町
-

「
津
村
南
之
町
水
帳

」
(
寳
暦
乃
至
文
政
)
、
「
町
中
諸

覗
儀
定
帳

」
(
安
永
)
、
「
引
取
同
家
人
改
帳
」
(
安
永
)
、
「
丁
内
家
質
證
文

控
帳
」
(
寛
政
)
、
「
宗
旨
人
別
帳
爲
」
(
文
政
)
、
「
諸
祀
儀
式
目
並

年
中
勘
定
仕
法

立
帳
」
(
文
政
)
、

「
御
婁
宮
御
寺
社

正
遷
宮
寄
進
帳
」
(
嘉

永
)
、

「
證
文
帳

」
(
安
政
)
、

「
目
安
帳

」
(
萬
延
)
、

「
諸
事
證
文

帳
」
(慶
慮
)
、
「
宗
旨
巻
」
(
明
治
)
、
「
町
屋
数
沽
券
状
請
印
帳
」
(
明
治
)
、
「
此
度
川

ζ
大
湊

二
付
御
冥
加
金
町
内
中
入
札
控
」
。
塩
町
四
丁

目
1
ー

門
塩
町
四
丁
目
家
持
五
人
與
帳
一
(
延
寳
)
、
「
塩
町
四
丁
目
永
帳
」
(
享
保
乃
至
寛
政
)
.

「
町
内
定
式
帳
」
(
明
和
)
、

「
御
用
拍
」
(
明

和
)
、

「
塩
町
四
丁
目
式
目
帳
」
(
寛
政
)
、

「
借
屋
式
目
帳
」
(
天
保
)
、

【
家
持
借
屋
薗
身
番
順
番
帳
」
(
天
保
)
、

「
御
鰯
書
」
(
安
政
乃
至
弘

化
)
、
「
宗
旨
巻
」
(
慶
慮
)
、
「
丁
内
用
儀
相
定
箆
」
。

町

域

町

年

寄

に
依

つ

て
支

配

せ

ら
れ

る
町

は
、

勿

論

一
の

地

方
区

劃

で
あ

る
が

、
然

ら

ば

そ

の
地

域

如

何

。

直
接

水
帳

添

付

の
絡

圖
等

に
就

い

て
、

そ

の

一
般

を

窺

ふ

こ

と
不

可

能

で

は
な

い
が
、

そ

の
戸

数

、

住

民

敏

に
依

つ
て
、

之

を

類

推

す

る

こ

と
、

よ

り
簡

略

な

る

一
方
法

か

ご
考

へ
る

の

で
、

こ

Σ
で

は
或

時

代

の
町

の
戸
敏

、
住
民

調

を
揚

記

し

て
見

る

こ

と

に
す

る
。

津

村
南

之

町

の

明
暦

三
年

五

月
廿

三

日

の
水

帳

に

家

数

合

三

拾

武
軒

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

=
二
五



法

政

研

究

第

十
二
巻

第

一
號

一
三
六

叉
同
町
明
治
三
年
九
月
晦
日
の
宗
旨
巻
に

家
数
合
三
拾
軒

(中

略
)

家
持
之
妻
子
四
拾
人
内

借
屋
之
者
百
六
拾
人
内

下
人
下
女
武
拾
七
人
内

男
拾
六
人

女
+
四
人

男
七
拾
威
人

女
八
十
八
人

男
拾
七
人

女
拾
人

人
数
合
試
百
四
拾
三
人
内
男

九

女
百
+
四
人

塩
町
四
丁
目
慶
慮
元
年
九
月
廿
九
日
の
宗
旨
巻
に

家
藪
合
拾
九
軒

(中

略
)

家
持
之
妻
子
試
拾
四
人
内

借
屋
之
者
八
拾
六
人
内

下
人
下
女
九
拾
式
人
内

人
撒
合
武
百
拾
人
内

男
七
人

女
拾
七
人

男
四
拾
式
人

女
四
拾
四
人

男
五
拾
武
人

女
四
拾
人

男
百
九
人

女
百
萱
人

以
上
、
勿
論
充
分
な
る
例
示
で
は
な
い
が
、
之
を
以
て
近
世
に
於
け
る
大
坂
の
町
域
を
推
定
す
る
も
、
大
過
な
き
も
の
と
考

へ
る
。



要
す
る
に
、
大
坂
の
町
の
区
域
は
比
較
的
狭
小
で
あ
つ
た
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。

町

民

e

町
民
は
、
前
記
調
査
書
に
見
え
る
通
り
家
持
、
そ
の
妻
子
、
借
屋
之
者
、
下
男
下
女
か
ら
成

つ
て
居
た
。
此
中
で
町
政
に
参
與

す
る
権
利
を
有
し
、
主
要
な
る
租
税
負
担

そ
の
他
の
義
務
を
有
せ
し
者
は
、
家
持
即
ち
所
謂
町
人
の
み
で
あ

つ
た
。

家
持
の
町
政
参
與
は
、
具
体
的

に
は
、
後
述
す
る
檬

に
町
吏
即
ち

町
年
寄
或
は
月
行
司
と
な
る
こ
と
、
町
年
寄
の
候
補
者
を
推
薦

す
る
こ
と
、
町
の
相
談
會

に
出
席
す
る
こ
と
等
を
主
た
る
も
の
と
す
る
。
右
は
家
持
の
特
権
で
あ
る
と
共
に
叉

一
面
義
務
で
も
あ

つ

た
。
相
談
會
に
關

し
て
は
、
次
の
慶
慮
三
年
四
月
津
村
南
之
町
の

「
町
内
申
合
取
締
條
.目
」
中
の
條
項
参
看
。

一
…
…
…
且
亦
町
内

一
統
相
談
之
儀

二
付
寄
合
有
之
砺
不
参
被
致
候

ハ
・
出
席
之
労
治
定
被
致
置
候
儀
不
依
何
事
柳
違
背
被
致

聞
敷
候
事

此
町
内
相
談
會
に
て
種

々
町
政
に
關
す
る
事
項
が

『
治
定
』
せ
ら
れ
る
課

で
あ
る
が
、
或
種
の
法
條
亦
町
人
に
依
つ
て

『
治
定
』

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
記
刊
行
史
料

(註
②
)
中

に
も
そ
の
例
が
見
え
る
が
、
例

へ
ば
寛
延
元
年
十
月
の
鞭
町
四
丁
目
の

「
町
内

定
式
帳
」
の
後
段
に

右
之
通
町
中
椙
談
之
上
相
定
申
所
實
正
也
然

ル
上
そ
自
今
以
後
銘

≧
得
心
之
上
少
シ
も
違
齪
無
之
候
爲
後
誰
之
連
判
伍
而
如
件

(
以
下
月
行
司
、
年
寄
、
町
人
連
署
)

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
三
七



唱

寛
政
二
年
三
月
六
日
の

「
塩
町
四
丁
目
式
目
帳
」
の
後
段

に

右
之
通
是
迄
用
ひ
來
候
式
目
之
内
此
度
相
談
之
上
相
改
候
處

一
統
違
背
無
御
座
候
爲
其
銘

よ
判
形
循
而
如
件

(
以
下
年
寄
、
町

人
蓮
署
)

以
上
、
要
す
る
に
、
當
時
の
町
に
於
け
る
典
型
的
町
民
は
此
家
持
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

尚
ほ
家
持
、
借
屋
人
共
通
の
主
な
る
義
務
ご
し
て
は
、
慶
慮
三
年
の
津
村
南
之
町
の

「
町
内
中
合
取
締
條
.目
」
中

に
も
見
え
る
通

り
の
、
即
ち

一
三
ケ
條
御
法
度

(
切
支
丹
、
賭
博
、
費
淫
に
關
す
る
禁
令
)
證
文
巻
毎
月
印
形
之
儀
無
滞
出
勤
可
被
致
候
處
聞

主
不
参
之
向

も
有
之
甚
不
束
之
至

二
候
條
以
來
毎
月
無
不
参
出
勤
可
有
之
候
尤
無
擁
他
所
他
國
被
致
候

ハ
・
其
旨
被
相
屑
候
様
致
度
勿
論
蹄

宅
次
第
印
形
持
参
之
上
調
印
可
被
致
候
自
然
病
氣

二
而
出
席
難
相
成
分
者
身
寄
之
衆
印
判
持
参
可
被
致
候

③

及
び
自
身
番
即
ち

町
内
警
防
の
義
務
で
あ
る
。
此
義
務
は
後

に
は
町
民
自
ら
果
た
す
こ
と

少
な
く
町
に
て
人
を
雇

つ
て
之

に
當
ら

し
め
る
こ
と
が
多
か
つ
た
ご
云
ふ
が
、
そ
の
初
め
は
町
民
自
身
事
に
當

つ
た
ら
し
い
。
彌
町
四
丁
目
の
天
保

十
二
年

二
月
五
日
起
の

「
家
持
借
屋
自
身
番
順
番
帳
」
に
依
る
ご
、
朝
、
後
、
宥
、
更
の
四
交
替
で
、
夫
々
二
名
時

に
三
名
、
四
名
出
勤
し
九
こ
ご
が
知
ら

れ
る
。

序
に
、
臨
時
の
自
身
番
に
關
す
る
記
録

(津
村
南
之
町
奮
藏
、

安
永
五
年

「
自
身
番

二
付
入
用
之
拍
」
)

が
あ
る
の
で
こ
」
に
紹

介
し
て
置
か
う
。

法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

コ
ニ
八



日
光
山

御
社
参

二
付
四
月
十
三
日
3
自
身
番
被
仰
付
右
日
数
之
間
諸
入
用

一
三
拾
壼
匁
戴
分

一
七
匁

一
五
匁
四
分

一
五
百
七
拾
文

一
三
百
文

一
七
百
文

十
三
日
み∂
十
・六
日
迄

日
撒
十
四
日

一
武
メ
百
廿
八
文

一
萱
メ
四
百
文

十
二
日
汐
廿
七
日
迄

;
旦
メ
五
百
文

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

油
八
升

蝋
燭

菓
子

萱
斤
半

酒
五
升

手
桶

し
や
く

ほ
う
き

釘
苧

諸
入
用

炭
茶

米三
休
橋

立
番

戴
人

中
橋

同下
役
人
不
自
由

二
付

萱
人
雇
賃

一
三
九



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

一
四
〇

メ
五
貫
廿
八
文

内
武
メ
五
百
拾
四
文
借
屋
オ

一
式
百
文

一
壼
メ
百
七
拾
六
文

二
二
匁

一

叉
別
帳
に

諸
口
遣

用
水
桶

輪
替

惣
年
寄
衆

御
休
之
節
菓
子

ち
や
う
ち
ん

張
替

畳

日
光
御
社
参

二
付
丁
内
中
橋
筋
三
休
橋
通
に
立
番
爲
致
候

一
五
貫
廿
八
文

轟

欝

右
武
ツ

ニ
割

戴
貫
五
百
拾
四
文

丁
人
中
汐

淺
テ
武
貫
五
百
拾
四
文

萱
人
前

二
七
拾
萱
文
ツ

・

(
以
下
に
三
十
四
連
名
)



③

「
浪
速
叢
書
」
第
二
、

一
三
〇
頁
所
出
慶
安
元
年

十
二
月
十
六
日

の

『
自
身
番
仕
置
五
ケ
條
之
事
』
参
照
。

町
民
中
家
守
及
び
代
判
人
と
稻
す
る
者
が
あ
る
が
、
家
守
は
他
町
他
國
に
居
住
す
る
家
屋
敷
所
有
者
に
代

つ
て
そ
の
家
屋
敷
を
差

配
す
る
者

で
あ
り
、
代
判
人
は
、
家
持
が
女
で
あ
る
と
か
幼
少
で
あ
る
場
合
に
、
家
持
に
代

つ
て
諸
事
代
行

す
る
者
で
あ
り
、
家
持

④

と
同
じ
権
利
を
有
し
義
務
を
負

ふ
町
民
で
あ
つ
た
。

荷
ほ
、
家
持
及
び
借
屋
の
家
族
匿
の
統
率
者
を
名
前
人
と
構
し
、
他
の
者
を
同
家
人

(廣
義
-
妻
子
、
下
人
、
傍
系
親
、
好
身
の

⑤

者
。
狭
義
-
傍
系
親
、
好
身
の
者
)
と
稻
し
た
の
で
あ
る
。

④

代
判
入
制
は
、
借
屋
人
間
に
も
行
は
れ
た
。
塩
町
四
丁
目
の
天
保
四
年
の
「借
屋
式
目
帳
」
に
次
の
如
く
見
ゆ
る
は
そ
の
一
謹
で
あ
る
。

同

代
判
附
別
祀
儀
」

一
銀
三
匁
年
寄
」

一
同
戴
匁
丁
代
」

一
銭
百
文
下
役

⑤

拙
文

『剣
例
近
世
大
坂
私
法
一
斑
』
(「中
田
先
生
還
暦
覗
賀
法
制
史
論
集
」
所
牧
)

二
一頁
同
家
人
の
條
、
「大
阪
市
史
」
第
五
、
二
四
二

頁
、
又
後
田
の
借
屋
人
町
會
所
目
見
證
文
参
看
。

日日

家
持
な
る
町
民
の
資
格
は
、
そ
の
町
に
於
て
家
屋
敷
を
所
有
す
る
こ
と
に
依

つ
て
発
生
す
る
。

家
守
及
び
代
判
人
は
、
家
持
の
依
頼
に
依
つ
て
そ
の
任
に
就
く
の
で
あ
る
が
、.
此
場
合
町
會
所
に
願
出
で
町
年
寄
、
総
年
寄
の
手

を
経
て
町
奉
行
の
認
可
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
代
判
人
の
任
期
に
は

一
定
の
制
限
が
あ
り
、
叉
代
判
人
決
定
の
場
合
は
町
内

へ
顔
見
せ
銀
と
か
、
祀
儀
を
出
す
を
例
と
し
た
。
家
守
に
あ
つ
て
も
同
様

で
あ
鳳

一

札

一
御
丁
内
我
等
親
類
毛
馬
屋
梅
吉
代
判
肥
前
屋
佐
兵
衛
所
持
之
家
屋
敷
表
口
三
間
式
尺
五
寸
裏
行
拾
四
間
半
同
績
屋
敷
表
口
戴

○
表

借
屋

徳

川
時
代

の
大
坂

町
制

一
斑

一
四

一



法

政
研
究

第
十
二
巻

第

一
號

一
四

二

問
四
尺
裏
行
拾
四
聞
並
木
戸
前
附
土
藏
登
ケ
所
但
武
役
右
所
持
罷
在
候
虚
代
判
佐
兵
衛
病
死
仕
候
付
跡
代
判
之
義
親
類

一
同
相

談
得
心
之
上
天
満
綿
屋
町
伏
見
屋
喜
助
借
屋
小
間
物
屋
平
兵
衛
代
判
爲
相
勤
申
度
候
付
御
番
所
表
紬
圖
水
帳
張
岱
之
義
可
然
様

御
断
可
被
成
下
候

一
從
御
公
儀
様
被
爲
仰
出
候
御
法
度
之
條

二
堅
相
守
可
申
候
尤
右
家
屋
敷
地
面
有
來
之
通
並
御
丁
内
様
先
格
御
作
法
万
端
是
亦

爲
相
守
都
而
一
統
御
懇
談
之
儀
平
兵
衛

一
存
ケ
聞
数
義
決
而
爲
申
立
聞
数
候
猫
亦
御
公
用
ハ
不
及
申
御
丁
用
無
解
怠
罷
出
爲
相

勤
勿
論
借
屋
人
引
越
変
宅
等
有
之
候
節
ハ
早
速
丁
内
爲
相
断
且
御
公
役
丁
役
銀
毎
月
集
度
毎
無
遅
滞
急
度
爲
相
渡
万
一
相
滞
義

出
來
候
ハ
・
本
人
二
不
拘
銀
高
何
程
而
も
我
等
方
汐
急
度
相
辮
可
申
候
若
右
家
屋
鋪
外
方

へ
費
梯
亦
ハ
譲
渡
等
仕
候
共
御
丁
内

差
構
之
仁
弛
我
儘

二
萱
佛
講
り
等
決
而
爲
致
聞
敷
御
丁
内
差
圖
任
セ
其
外
右
平
兵
衛
代
判
相
勤
中
如
何
様
之
六
ケ
数
儀
出
來
候

共
我
等
何
方
迄
も
罷
出
急
度
増
明
御
丁
内

へ
少
し
も
御
難
儀
相
掛
ヶ
申
聞
鋪
候
爲
後
日
請
負

一
札
依
而
如
件

慶
慮
二
寅
年
十

一
月

津
村
南
之
町

月
行
司

親
類
受
人

天
満
綿
屋
町

総

屋

徳

兵

衛

印

毛
馬
屋
梅
吉

當
寅
拾
壼
才
二
付

代
判

小

間

物

屋

平

兵

衛
印



菊
屋
源
七
殿

河
内
屋
長
右
衛
門
殿

並
五
人
組
衆
中

此

一
札
は
、
町
に
差
出
せ
る
代
判
願
書
で
あ
る
ご
共
に
、
代
判
人
た
る
べ
き
者
が
町
民
た
る
の
本
分
を
守

る
べ
き
人
物
で
あ
る
こ

と
を
担
保

せ
る
保
證
書

で
も
あ
り
、
要
す
る
に
代
判
人
或
は
家
守
た
る
に
は
、
善
良
忠
實
な
る
町
民
た
る
こ
と
が
、
當
然
の
こ
と
乍

ら
、
要
請
せ
ら
れ
た
こ
と
を
誰
示
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

⑤

特
に
・次
乱証
所
引
後
の
三
者
参
昭…。

借
屋
之
者
は
勿
論
借
屋
す
る
こ
と
に

依

つ
て
発
生

す
る
。

借
家
法

一
般
の
考
究
は
別
論
に
譲

る
が
、
當
時
借
屋
契
約
は

一
定
の
前
提
手
續

を
履
行
の
上
町
に
屈
出
で
そ
の
承
認
を
経
る
を
必

要
と
し
た
。
津
村
南
之
町
の
慶
慮
三
年
の

「
町
内
申
合
取
締
條
目
」
に

一
借
屋
貸
付
被
申
候
節
先
貸
付
治
定
有
已
前
借

リ
受
候
者
之
身
元
商
責
並
家
内
人
別
委
細

二
相
調
樋
成
仁
ふ
被

見
込
候

ハ
・
出

所
書
付
並
寺
受
状
丁
内
會
所
ね
可
被
差
出
候
左
候
得
は
早
速
先
方
町
内
ー2
及
引
合
可
申
候
引
合
不
相
濟
内
者
決
而
不
入
込
夫
迄

二
親
類
受
状
印
形
取
之
置
引
合
相
濟
候
上
入
込
セ
候
様
可
被
致
候
其
上
無
人
別
之
者
有
之
候

ハ
・
是
亦

急
度
相
糺
可
被
申
候
縦

令
隣
町

二
而
心
安
き
人
た
り
共
丁
内
ー2
無
屈
自
己
之
取
斗
ヲ
以
狸

二
家
貸
付
申
間
鋪
候
.

當
時

に
於
て
も
、
借
屋
契
約
書
を
作
成
す
る
こ
ご
通
例
で
あ
る
が
、
或
特
別
な
場
合
に
は
、
町
に
対
し
て
も
證
書
を
入
れ
る
の
で

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
四

三



法

政

研

究

第
十
二
巻

笹

號

西

四

あ
る
。
次
の
一
札
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

差

入

申

一
札

之

事

一
私
儀
此
度
座
摩
宮
於
境
内
花
相
撲
興
行
仕
候
庭
居
宅
聞
狭

二
付
御
丁
内
和
泉
屋
畳
次
郎
澱
借
屋
貸
リ
受
興
行
前
後
部
家

二
借

用
仕
度
其
段
御
頼
申
上
候
塵
御
承
知
被
成
下
恭
奉
存
候

一
從
御
公
儀
様
被
爲
仰
出
候
御
法
度
之
條
≧
堅
相
守
可
申
候
尤
部
家

二
お
ゐ
て
喧
嘩
口
論
等
決
而
爲
致
申
聞
敷
候

一
火
之
元
之
儀
は
兼
而
被
仰
渡
候
儀

二
付
書
夜
氣
を
付
可
申
別
而
風
吹
之
節
は
火
之
元
第

一
氣
を
付
不
念
無
之
様
仕
夜
分
ハ
起

番
爲
致
可
申
候

一
花
相
撲

二
付
御
丁
内
中

二
而
太
鼓
打
込
候
儀

ハ
勿
論
差
岱
等
押
付
御
頼
申
上
候
儀
決
而
仕
間
敷
候

一
家
賃
銀
御
定
之
通
並
御
丁
内
入
用
等
ハ
無
相
違
早
速
差
出
可
申
候
尤
家
附
之
品
よ
樋

二
預
リ
申
候
尤
興
行
相
濟
家
明
渡
申
候

節

一
品

二
而
も
紛
失
仕
候
ハ
・
何

二
よ
ら
す
買
調
有
來
通
リ
ニ
仕
可
申
候

一
右
之
條
々
堅
相
守
可
申
候
自
然
借
用
中
柳
二
而
も
不
念
之
儀
咄
來
仕
候
ハ
、
此
印
形
之
者
共
何
方
迄
も
罷
出
早
速
将
明
御
丁

内
並
御
家
主
に
少
し
も
御
難
義
相
掛
ケ
申
問
敷
候
爲
後
日
差
入
申
一
札
彷
如
件

安
政
五
午
年
八
月

長
濱
町

紀
伊
國
屋
金
兵
衛
借
屋

陣
ヶ
崎
文
右
衛
門
事



借
リ
主

菊

屋

源

藏

印

受

人

淺

井

佐

七

郎

印

津
村
南
之
町

年
寄

伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

家
主

和

泉

屋

畳

次

郎

殿

一
方
借
屋
人
は
町
會
所
に
出
頭
目
見
を
な
す
の
で
あ
る
。
次
な
る
證
文
に
就
い
て
之
を
知
る
べ
し
。

一
私
義
去
酉
十

一
月
御
丁
内
播
磨
屋
庄
兵
衛
支
配
借
屋
偉
リ
受
引
越
参
リ
其
節
目
見

二
私
可
罷
出
虚
病
氣
取
合
居
候
付
同
家
榮

藏
ふ
中
も
の
私
代
リ
目
見
差
出
し
候
二
付
御
丁
内
表
榮
藏
を
名
前
人
ふ
御
心
得
被
成
下
候
處
同
人
義
當
七
月
二
日
病
死
仕
候
付

御
丁
内
δ
名
前
替
之
趣
御
沙
汰
御
座
候
付
驚
入
申
候
且
叉
榮
藏
を
私
代
リ
目
見

二
差
出
シ
候
段
何
共
中
繹
無
御
座
候
全
頑
次
郎

ハ
私

二
相
違
無
御
座
候

二
付
右
様
心
得
違
之
儀
御
用
捨
被
成
下
度
御
頼
申
上
候
處
御
承
知
被
下
恭
奉
存
候
然
ル
處
私
名
前
之
儀

二
付
彼
是
中
出
候
も
の
決
而
無
御
座
候
爲
後
日
差
入
中

一
札
伍
如
件

淡

路

屋

頑

次

郎

印

文
久
武
戌
年

家
守

八
月

播

磨

屋

庄

兵

衛

印

津
村
南
之
町

御
年
寄
様

更
に
借
屋
人
は
町
役
人
、
家
主
等
に
祝
儀
こ
し
て
一
定
の
銀
を
差
出
す
定
め
で
あ
つ
た
。

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
四

五



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

西

六

町
民
た
る
の

一
般
的
要
件
と
し
て
人
別
帳

に
登
録
す
る
こ
域
を
要
し
た
。
從
つ
て
人
別
外
の
者
の
葬
逸
の
場
合

に
は
、
特
別
の
出

願
手
續

を
必
要
こ
し
た
。
次
に
揚
ぐ
る
二
證
文
は
そ
の
例
讃
で
あ
る
。

一

札

一
此
度
私
方

寺
請
歌

二
娘
ひ
ろ
ふ
申
當
巳
九
才

二
相
成
候
も
の
差
加
に
中
候
處
其
段
御
調

二
御
座
候
右
者
私
密
子

二
付
當
年
迄

心
得
違

二
而
人
別

二
も
加
に
不
申
全
私
實
子

二
相
違
無
御
座
候
若
右
ひ
ろ
義

二
付
彼
是
故
障
之
義
出
來
候

ハ
・
私
何
方
迄
も
罷

出
早
速
将
明
御
丁
内
・に
少
し
も
御
難
儀
相
掛
ヶ
申
間
数
候
爲
後
日

一
札
伍
如
件

弘
化
二
巳
年

炭

屋

九
月

分

五

郎

年
寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

一

札

一
我
等
親
類
長
堀
心
齋
町
河
内
屋
佐
兵
衛
借
屋
近
江
屋
眞
藏
姉
ム
や
う
儀
先
達
而
よ
利
病
氣
之
處
右
眞
藏
方
間
狭

二
付
私
方

へ

出
養
生

二
引
取
藥
用
介
抱
致
候
庭
絡

二
養
生
不
相
叶
病
死
仕
候

二
付
而

ハ
拙
宅
汐
野
途
リ
仕
度
奉
存
候
其
段
御
頼
奉
申
上
候
處

御
承
知
被
成
下
恭
奉
存
候
右
死
骸

二
付
如
何
様
之
六
ケ
数
儀
出
來
仕
候
共
我
等
何
方
迄
も
罷
出
急
度
将
明
御
丁
内

へ
少
も
御
難

儀
相
掛
ヶ
中
聞
敷
候
爲
後
日
之

一
札
傍
如
件

嘉
永
元
年



申
八
月
十
九
日

石

川

屋

勘

兵

衛

印

右
之
通
相
違
無
御
座
候

二
付

奥
書
仕
候
以
上

近

江

屋

眞

藏

印

津
村
南
之
町

年
寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

町

吏

町
政
を
統
轄
す
る
者
は
前
述
の
如
く
町
年
寄
で
あ
る
。
町
年
寄
は
、
先
づ
町
中
か
ら
町
人
が
そ
の
候
補
者
を
選
挙

し
、
そ
の
選
挙

の
結
果

(高
瓢
者
激
名
)
を
町
年
寄
の
輔
佐
役

で
あ
る
後
述
月
行
司
か
ら
、
惣
會
所
の
惣
年
寄

へ
提
出
し
、
惣
年
寄
は
當
該
町
の
四

隣

の
町
年
寄

の
意
見
も
徴

し
江
上
で
、
適
當
者
を
町
奉
行

に
進
達
し
、
か
く
し
て
町
年
寄
が
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
候
補
者
選
挙

は
記
名
軍
記
投
票
、
而
し
て

一
人
二
票
行
使
が
普
通

で
あ

つ
た
ら
し
い
。

一
人
二
票
投
票
の
事
、
及
び
投
票
、
開

票
の
實
歌

に
就
い
て
は
、

「
南
区
史
」
七
四
頁
以
下
に
詳
し
い
。
尚
ほ

塩
町
四
丁
目
小
川
彌
左
衛
門
が
天
保

四
年

二
月
町
年
寄
就
任

の
場
合
の

一
件
書
類
中
に
實
際
に
投
票
せ
し
投
票
用
紙
が
存
す
る
が
、
そ
の
記
載
例
の

一
二
を
墨
ぐ
る
と
、
或
は

『小
川
屋
彌
左
衛

門
様
』
或
は

『
小
川
や
』
。

町
年
寄
決
定
の
場
合
は
、
町
年
寄
は
惣
會
所

に
誓
書
を
提
出
し
、
引
績
い
て
目
見
の
爲
め
に
町
奉
行
所
に
出
頭
す
る
の
で
あ
る
。

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
四

七



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

一
四

八

爾
御
奉
行
所
様
泥

金
戴
百
疋
宛

同
御
家
老
御
四
人
弛

銀
戴
爾
宛

範
町
四
丁
目
新
年
寄

小

川

屋
彌

左

衛

門

此
記
鎌
は
、
そ
の
際
の
挨
拶
の
實
歌
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

薪
町
年
寄
就
任
の
場
合
、
町
會
所
よ
り

一
定
の
所

へ
御
祀
儀
を
出
す
の
で
あ
る
。
次
の
祀
儀
請
取
書
に
就

い
て
見
る
べ
し
。

畳

一
白
銀
六
匁

猿
引
中
間

人
形
中
間

右
℃
小
川
屋
彌
左
衛
門
様
新
町
年
寄
巳
御
祀
義
目
出
度
受
納
仕
候

巳
二
月
廿
六
日

甚

兵

衛

印

仁

兵

衛

印

御

會

所

畳

一
鳥
目
萱
メ
五
百
文

右
者
御
年
寄
成
爲
御
祀
儀
四
筒
所
若
キ
者
ー2
被
下
之
恭
樋

二
受
納
仕
候
以
上



天
保
四
年巳

二
月

塩
町
四
丁
目

御
會
所
様

四

箇

所代
道
頓
堀庄

三

郎

印

町
民

一
般

に
対
し
て
は
、
新
町
年
寄
は
、
月
行
司
の
裁
量
の
下
に
、
盃

一
件
を
爲
す
の
で
あ
る
。
印
ち
町
民
の
負
担

に
於
て
、
祝

宴
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
次
揚
の
記
録
は
、
そ
の
歌
況
を
示
す
實
例
で
あ
る
。

盃

一

件

入

用

一
銀
百
拾
匁
五
分

一
同
宣
匁
三
分

一
同
拾
六
匁
五
分

一
同
五
分

一
同
三
匁

一
七
百
文

一
四
匁
二
匁
八
厘

取
肴

一
式

吸
物

三
度

十

七
人
前

六
匁
五
分

ツ
Σ

御
年
寄

焼

も
の
増

迎
共
十

一
人

夜
食

壼
匁
五
分

ツ
Σ

燗
場
肴二

鉢

同
夜
食二

人

菓
子
代

大
利
幸

蝋
燭
代

丸
木
廿

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
四
九



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
一
號

一
五
〇

一
戴
貫
百
文

一
三
百
十
六
文

一
金
壼
歩

一
武
百
文

一
金
壼
朱

叉
金
萱
朱

一
金
萱
朱

又
金
萱
朱

一
銀
三
匁

又
金
萱
朱

一
同
三
匁

又
金
壼
朱

一
三
百
文

一
萱
貫
文

金
武
歩
式
朱

代
三
拾
九
匁
六
分
八
厘

酒
龍
門
壼
斗

は
り
新

並
酒
武
升

同
人

繭
屋
内
丼

當
席
仲
居
二
人

通
ひ
女
等
へ
貌
義

當
日
髪
結

助
壼
人

丁
代
政
七祝

義

膳
料

同
弟
宇
七祝

義

膳
料

下
役
次
介祝

義

膳
料

髪
結
正
三貌

義

膳
料

丁
與
八

へ
遣

ス

不
参
両
家
へ
酒
切
手
三
枚

ツ
・
迭
ル
切
手
六
枚
代



銀
メ
百
四
拾
六
匁
五
分
八
厘

メ
百
八
十
六
匁
二
分
六
厘

此
鍍
廿
貫
六
拾
八
文

鎮
メ
四
貫
六
百
十
二
文

合
廿
四
貫
六
百
八
拾
文

内
八
百
三
拾
武
文
引

御
年
寄
汐
酒
切
手
五
枚

御
挨
拶
有
之
此
代
引

.
残
而
廿
三
貫
八
百
四
拾
八
文

右
拾
六
一顔

二
割

萱
貫
四
百

八
十
七
文
ツ

・

一
萱
〆
四
百八

十
七
文

一
壼
メ
四
百八

十
七
文

試
顔
分

一
武
メ
八
百七

拾
六
文

(中
略
)

錦

屋
傳

兵

衛

取

丸

屋
太

兵

衛

取

丸

屋吉

兵

衛

取

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
五

一



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

一
五
二

右
之
通
取
集
候
間

御
渡
可
被
下
候
以
上

巳
二
月

行

司綿

屋

平

助

印

同

明

石

屋

芳

兵

衛

印

町
年
寄
の
補
助
員
と
し
て

丁
代

(
町
代
)
及
び
そ
の
下
僚
の
下
役
な
る
者
が
置
か
れ
た
。
省
ほ
丁
代
は
町
年
寄
の
補
助
者
的
地
位

で
は
あ
つ
た
が
、
町
年
寄
は
代
表
的
町
民
た
る
町
人
中
よ
り
選
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
夫
々
の
立
派
な
家
業
を
有
し
て
ゐ
る
の
が

普
通
で
あ
る
か
ら
、
自
然
町
務
に
專
念
し
得
す
、
勢
ひ
町
務
を
實
際
に
捲
當
す
る
も
の
は
丁
代
ε
云
ふ
こ

と
に
な
る
の
が
當
時
の

一

般

で
あ
つ
た
ら
し
い
。
即
ち
町
會
所
に
出
勤
し
て
町
の
事
務
を
見
る
の
は
丁
代
、
下
役

(」
名
あ
る
き
、
小
使
な
り
)
等

で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。

丁
代
、
下
役
等
は
町
人
全
麗
の
意
思
に
依

つ
て
、
そ
の
任
冤
、
進
退
が
決
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
即
ち
、
丁
代
叉
は
下
役
に
關
す
る

も
の
ε
思
は
れ
る
次
の
津
村
南
之
町
の
回
歌
参
照
。

舌

代

春
寒
難
去
候
處
各
様
彌
御
批
榮
被
成
御
座
奉
賀
候
尤
然
は
丁
内
幸
助
義
不
束
之
義
有
之
遠
慮
差
拍
申
付
置
候
庭
親
類
共
汐
別
岱

之
通
願
書
差
出
シ
申
候
尤
引
負
鐘
之
義

ハ
親
類
共
よ
り
成
丈
辮
金
爲
致
可
申
候

二
付

是
迄
通
リ
召
遣
ひ
可
申
哉
ふ
奉
存
候
故
此



段
廻
欣
を
以
御
相
談
申
上
候
否
哉
御
名
之
下
へ
御
記
シ
可
被
成
下
候
以
上

子
正

月
廿

一
日

年

寄伊

勢

屋

利

兵

衛

勘
定
方中

村

屋

序

助

同

壼

屋

利

兵

衛

次
第
不
同
御
免

伊

丹

屋

藤

兵

衛

様

順

教

寺

様

(
以
下
九
名
列
記
)

要
す
る
に
丁
代
、
下
役
は
右
の
回
歌
中

に
も

『召
遣
』
と
あ
る
如
く
、
町
の
被
傭
者

と
云
ふ
べ
き
で
あ

つ
た
諜
で
、
後
述
の
如
く
、

町
か
ら
給
料
を
與

へ
ら
れ
、
町
務
を
捲
任
す
る
も
の
で
あ
つ
忙
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は
就
任
に
當
り
、
町

に
謝
し
て
講
歌
を
差
出

す
の
で
あ
る
。
次
な
る
證
文

は
下
役
の
請
状
で
あ
る
。
丁
代
の
請
歌
の
實
例
を
こ
曳
に
揚
記
す
る
こ
ご
不
可
能

で
あ
る
が
、
大
坂
の

丁
代
に
該
當
す
る
江
戸
の
書
役
の
、
殆
ん
ざ
同
様
の
請
歌
を

「
江
戸
の
自
治
制
」
一
=

一
頁

に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
の
で
、
大
坂

丁
代
叉
請
歌
を
作
成
せ
る
も
の
と
の
推
測
が
許
る
さ
れ
る
ε
思
ふ
の
で
あ
る
。

一

札

之

事

一
此
度
我
等
親
類
柴
田
屋
幸
助
儀
御
丁
内
下
役

二
御
召
遣
ひ
被
成
下
候
段
難
有
仕
合

二
奉
存
候
右

二
付
諸
事
我
等
受
負
人

二
相

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
五

三



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

一
五
四

立
申
候
處
實
正
也
然

ル
上

ハ
榔
丁
内
仕
來
リ
通
御
召
遣
ひ
被
成
下
度
勿
論
御
丁
内
御
出
銀
取
集
万
端
御
用
向

二
付
聯
鹿
略
無
之

様
大
切

一「
爲
相
守
可
申
候
万

一
少
し

ユ
而
も
不
足
爲
致
候

ハ
・
本
人

二
不
抱
何
程

二
而
も
我
等
方
よ
り
早
速
相
緋
可
申
候
尤
夜

番
之
儀
心
ヲ
用
ひ
大
切

二
爲
相
勤
可
申
候
若
右
幸
助
儀
病
氣
等
之
節

ハ
御
丁
内
御
手
支
爲
致
闇
敷
健
氣
之
者
差
入
御
用
向
爲
相

勤
可
申
候
若
叉
幸
助
義
如
何
様
之
義
有
之
候
共
御
丁
内

へ
少

シ
も
無
心
合
力
ケ
間
敷
義
等

一
切
爲
申
立
間
敷
候
且
御
丁
内

二
而

自
然
御
萱
人

二
而
も
御
思
召

二
相
叶
ひ
不
申
候

ハ
・
何
時

二
而
も
相
退
セ
可
申
候
其
外
如
何
様
之
儀
出
來
候
共
此
印
形
之
者
共

早
速
罷
出
御
丁
内

へ
少
し
も
御
手
支
並

二
御
難
儀
相
掛
ケ
申
聞
敷
候
爲
後
日

一
札
伍
如
件

嘉
永
五
年

子
正
月

津
村
南
之
町

御
町
内
中
様

柴
田
屋

本
人

幸

助

印

金
障
子
役
所

受
人

源

助

印

内
藤
屋

同

忠

兵

衛

印

町
吏
の
主
要
構
成
員
は
、
以
上
の
町
年
寄
、
.丁
代
、
下
役
の
三
者
で
あ
つ
た
が
、
此
外
に
町
人
が
順
番
に
月
行
司

(月
行
事
、
省

ほ
後

に
揚
ぐ
る
證
文

に
見
え
る
様
に
年
行
司
を
置
く
こ
ご
も
あ
る
ら
し
い
)
ご
な
つ
て
、
町
年
寄
を
補
助
す

る
の
で
あ
る
。
前
揚
誰

文
中
に
年
寄

ε
並
ん
で
勘
定
方
な
る
者
が
連
署
し
て
ゐ
る
が
、
之
は
月
行
司
の
中
で
勘
定
方
の
役
目
を
分
捲

せ
る
者
で
あ

つ
建

か
ε

思
ふ
。
尚
ほ
下
役
ご
同
列
の
者
に
夜
番
、
木
戸
番
、
垣
外
番
等

の
下
級
町
會
所
員
も
あ
つ
た
。



町
年
寄
・
月
行
司
は
、
家
業
を
持

つ
町
人
で
あ
る
爲
め
か
ら
か
、
無
給
で
あ
る
。
し
か
し
町
年
寄
は

一
役

を
冤
ぜ
ら
れ
る
郎
ち
租

税
負
担

を
減
免
せ
ら
れ
、
そ
の
上
袴
摺
料
と
し
て
若
干
の
銀
子
を
受
納
し
、
叉
町
か
ら
塞
暑
の
見
舞
鍍
及
び
中
元
、
歳
暮
鎮
を
迭
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
叉
町
内
に
家
屋
敷
の
費
買
譲
渡
、
元
服
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
代
判
、
家
守
の
選
任
交
替
、
轄
宅
、
同
家
引
取
等

が
行
は
れ
る
ご
若
干
の
祀
儀
銀
を
貰
ふ
の
で
あ
る
。
此
鮎
は
丁
代
、
下
役
に
就
い
て
も
略
、、向
様

で
あ
つ
た
。

丁
代
、
下
役
は
町
か
ら
毎
月
給
銀
を
與

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
仕
着
料
な
ご
を
給

せ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

伺
ほ
叉
以
上
の
外
に
町
年
寄
に
対
し
て
は
、
そ
の
家
に
養
子
、
婚
姻
、
出
産
、
棟
上
等
が
あ
つ
た
場
合

に
、
叉
丁
代
に
あ
つ
て
は

養
子
、
婚
姻
、
安
産
等
の
あ
り
し
場
合
、
特
別
の
給
與
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
町
吏
制
の
概
要
で
あ
る
が
、
註
ω
所
引
の
諸
研
究
、
註
②
揚
記
の
諸
史
料
並
び
に
次
掲
の
史
料
参
照
.

津
村
南
之
町
の
文
政
七
年
の

「
諸
祀
儀
式
目

並
年
中
勘
定
仕
法
立
帳
」
に

同
八
鵬
天
中
年
六
月
廿
三
日
御
燭
書
之
爲

一
三
郷
町

よ
丁
代
共
義

ハ
其
町
人
共
汐
給
銀
遣
し
召
抱
萬
事
致
差
固
用
向
申
付
候
者

二
付
丁
代
共
其
意
鼓
守
マ
云

々

同
上
に

一
月
行
司
相
當
候
節
他
國
致
阻
敷
候
若
無
擦
用
事
有
之
候

ハ
・
其
旨
年
寄
合
行
司
會
所
ー2
相
断
可
申
事

同
上
に

一
町
内
年
寄
袴
摺
萱
ケ
年
銀
百
七
拾
戴
匁
七
月
十
二
月
爾
度

二
銀
八
拾
六
匁
宛
相
邊
ル

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
五
五



法

政

研

究

第

十
二
巻

第

一
號

・

】
五
六

右
町
中
役
割

一
同
年
寄
弛
暑
氣
寒
氣
見
舞
共
鐘
三
貫
武
百
四
拾
文
宛
爾
度

二
相
逡
ル
中
元
歳
暮
鏡
四
貫
三
百
拾
文
宛
相
逡
ル

右
町
中
役
割

一
町
内
丁
代
給
銀
萱
ケ
月

・「銀
三
拾
七
匁
五
分

一
同
夜
番
人
給
銀
萱
ケ
月

二
銭
戴
貫
三
百
八
拾
文

同
上
に

一
例
年
七
月
十
二
月
仕
着
料
ご
し
て
丁
代
淀
銀
五
爾
夜
番
人
ー2
銭
五
百
文
爾
度

二
遣

ス

右
町
中
割

叉
寛
政
二
年

の

「
鞭
町
四
丁
目
式
目
帳
」
に

一
町
内
年
寄
に
養
子
婚
禮
平
産
並
普
請
棟
上
等
之
節
祀
儀
之
事

一
銀
五
南

住
宅
他
町
持
丁
人
中
δ

同
上
に

一
町
代
ー2
養
子
婚
禮
安
産
等
之
節
祀
儀
之
事

一
銀
三
爾

佳
宅
他
町
持
丁
人
中
5

自
然
死
去
之
節
香
彙
ふ
し
て
右
同
断

妻
子
死
去
之
節
南
鎮

一
片



町

務

以
上
の
如
き
町
域
ε
町
民
ε
か
ら
な
る
町
の
事
務
が
、
町
年
寄
以
下
の
町
吏

に
依

つ
て
處
理
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
町
務
の
内

容
と
し
て
は
、
法
令
の
傳
達
、
戸
ロ
の
調
査
、
訴
訟
の
取
次
及
び
和
解
、
租
視
の
取
立
、
町
財
政
の
経
理
、
家
屋
敷
移
転

詮
書
を
初

め
そ
の
他

一
般
契
約
證
書

の
検
閲
及
び
奥
書
加
判
、
火
難
、
盗
難
の
防
衛
、
町
内
に
於
け
る
諸
設
備
の
管
理

、
衛
生
、
風
紀
の
取
締
、

前
記
の
如
き
各
種
帳
簿
の
保
管
等
を
先
づ
挙
げ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
之
等
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
町
民
生
活
の
全
般

に
亘
り

⑦

指
導
と
保
護
と
を
任
ε
し
た
の
で
あ
る
。

扱
て
、
此
町
務
に
關
し
て
も
、
叉
註
ω
所
引
の
諸
研
究
及
び
註
②
所
引
の
刊
行
諸
史
料
が
、
既
に
そ
の
概

要
を
開
示
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
津
村
南
之
町
及
び
簿
町
四
丁
目
蕉
藏
史
料
に
は
尚
ほ

紹
介
す
べ
き
資
料
が
少
く
な
い
。
以
下

に
紙
幅
の
許
る
す
範
囲

に
.

て
そ
の
若
干
を
揚
げ
て
、
前
段
所
説
を
裏
付
け
、
大
坂
町
務
の
よ
り
詳
細
な
る
理
解

に
資
し
度
い
ε
思

ふ
。

町
吏
は
租
税

(
税
種
、
租
税
負
憺
者
及
び
割
合
等
叉
註
①
所
出
諸
研
究
、
註
②
所
掲
諸
史
料
に
詳
し
)
滞
納
あ
る
場
合
、
裁
判
所

に
訴

へ
出
て
請
求
取
立
る
の
で
あ
つ
た
。
次
の
津
村
南
之
町
の
證
文

に
就
い
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

約

定

一

札

之

事

一
私
儀
御
公
役
銀
町
役
銀
相
滞
候

二
付
御
願
立

二
相
成
私
御
召
出
之
上
濟
方
嚴
敷
被
爲
仰
付
候
依
之
願
銀
高
之
内

へ
是
迄
追

よ

二
六
十
三
メ
文
差
入
猫
亦
此
度
五
拾
貫
文
差
入
申
候

二
付
御
願
下
ケ
之
義
御
頼
申
上
候
虚
御
承
知
之
上
御
願
下
ケ
被
成
下
黍
奉

徳

川
時
代

の
大
坂
町
鋼

一
斑

一
五

七



法

政

研

究

第

十
二
巻

第

一
號

一
五
八

存
候
尤
残
銀
且
當
時
之
滞
共
近
玄
之
内

二
家
質
入
替
仕
候
間
其
節
無
相
違
皆
濟
可
仕
候
爲
其
約
定

一
札
伍
如
件

嘉
永
五
年

子
閏
二
月

年

寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

勘
定
方中

村

屋

序

助

殿

壷

屋

利

兵

衛

殿

順

教

寺

印

糞
尿
の
処
理
叉
町
務
で
あ
つ
た
諜
で
、
次
な
る
二
通
の
證
文

は
、
町
吏
よ
り
そ
の
汲
取
を
許
可
せ
ら
れ
し
者
が
、
差
入
れ
し
請
負

證
文

及
び
そ
の
保
証
歌
で
あ
る
。差

入

申

一

札

一
御
丁
内
各

.、
様
方
下
尿
之
儀
是
迄
別
府
村
汐
取
來

り
候
處
此
度
其
御
丁
内
丸
屋
平
兵
衛
殿
受
負

二
而
私
共

へ
下
反
御
取
ら
せ

被
下
候
段
承
知
仕
候
尤
代
銀
之
儀
は
壼
人
前
三
匁
宛
之
積

二
而
御
家
別

二
翌
年
分
前
年
十

一
月

二
無
相
違
掛
切
可
申
候
勿
論
壷

ヶ
年

二
而
茂
延
引
仕
候
儀
御
座
候

ハ
・
何
時

二
而
も
外
方

へ
御
仕
替
可
被
成
候
其
節

;
口
之
申
分
無
御
座
候
且
亦
代
銀
相
掛
候

瑚
定
之
代
銀
彼
是
中
立
減
少
之
義
申
立
間
敷
候
爲
其

一
札
依
而
如
件

天
保
十
三
年寅

十
月

掻
州
川
邊
郡

下
坂
部
村

猪

兵

衛

卸



同
村

庄

三

郎

印

津
村
南
之
町

御
年
寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

御

丁

内

衆

中

殿

一

札

一
御
丁
内
各
≧
様
方
下
尿
之
義
是
迄
別
府
村
δ
取
來
リ
候
處
此
度
私
受
負

二
相
立
下
坂
部
村
猪
兵
衛
庄
三
郎
右
爾
人
方
弛
下
犀

御
取
ら
せ
被
下
承
知
仕
候
尤
代
銀
之
義
は
萱
人
前
三
匁
之
積
リ
ニ
而
御
家
別

二
翌
年
分
前
年
十

一
月

二
無
相
違
爲
掛
切
可
申
候

若
萱
年

二
而
も
延
引
仕
候
ハ
・
我
等
方
6
取
替
相
掛
ケ
可
申
候
勿
論
代
銀
相
懸
候
瑚
定
之
代
銀
彼
是
爲
申
立
間
敷
候
自
然
彼
是

中
候
ハ
・
何
方

へ
成
共
御
勝
手
二
御
仕
替
可
被
成
候
爲
後
日
請
負

一
札
伍
而
如
件

天
保
十
三
寅
年

丸

屋

平

兵

衛

印

十
月

御
年
寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

御

丁

内

衆

中

様

鋤

捨
子
或
は
行
倒
等
の
虚
置
叉
町
務
で
あ
つ
隊

即
ち
例
へ
ば
寛
政
二
年
の

「
塩
町
四
丁
目
式
目
帳
」
に

一
町
内
捨
子
之
節
貰
人
有
之
迄
入
用
者
捨
候
盧
之
家
主
よ
り
相
賄
可
申
候
貰
人
有
之
差
遣
シ
候
入
用
ぞ
顔
割
に
可
致
事

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
五
九



法

政

醗

究

第
十
二
巻

第
一
號

一
六
〇

附
往
來
行
倒
人
有
之
節
入
用
茂
顔
割
之
事

次
な
る
證
文
は
、
捨
子
を
養
子
に
周
旋
せ
る
世
話
料
請
取
で
あ
る
が
、
此
文
面
は
、
此
世
話
料
は
町
及
び
門
主

(
即
ち
右
の
捨
候

所
之
家
主
で
、
門
前
に
捨
子
を
さ
れ
た
者
)
が
負
憺
…し
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑦

「東
区
史
」
三
六
頁
以
下
に
、
臨
時
に
、
町
年
寄
、
月
行
司
が
注
意
書
を
獲
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
、
粉
川
町
板
行
書
の
爲
眞
を
掲
げ

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
と
全
書
同
一
の
板
木
を
今
九
大
法
文
學
部
に
所
藏
し
て
居
る
こ
と
を
附
記
し
て
置
く
。
只
奮
藏
所
は
全
く
不
明
な
リ
。

⑧

大
坂
の
捨
子
に
關
す
る
制
度
に
就
い
て
は
、
補
訂
を
要
す
る
が
、
拙
文

『
大
坂
奉
行
所
刑
事
判
決
例
十
六
題
』
(
法
政
研
究
七
巻

一
號
)
七

四
頁
以
下
参
照
。

町
吏
は
必
要
あ
る
場
合
町
民
に
対
し
て
経
済
的
援
助
を
も
な
す
の
で
あ
る
。
次
の
二
證
文
は
そ
の
援
助
願
書
で
あ
る
。

乍

揮

口

上

一
御
得
意
様
御
蔭

ヲ
以
年
來
御
用
承

リ
家
名
相
続

仕
難
有
奉
存
罷
在
候
所
此
度
不
存
寄
類
焼
仕
殊

二
其
節
甚
無
人

二
而
建
具
畳

等
不
及
申
大
廉
不
淺
焼
失
仕

リ
誠

二
難
澁
當
惑
仕
候
早

よ
假
家

二
而
も
取
調
御
用
承
リ
渡
世
仕
度
奉
存
候

へ
共
右
之
仕
合

二
而

難
相
調
外

主
ー2
銀
子
借
用
可
仕
心
得

二
而
外
方
に
精
よ
相
頼
候

へ
共
此
節
柄

二
而
出
來
不
中
必
至
毒
難
澁
仕
候

へ
共
急

二
假
家

相
調
御
用
承
リ
度
奉
存
候
間
何
卒
御
得
意
様
此
上
御
憐
慰
ヲ
以
銀
五
百
匁
拝
借
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
御
聞
濟
被
成
下
候

ハ
・

家
名
相
続

仕
難
有
奉
存
候
間
此
度
之
難
澁
格
別
之
思
召
ヲ
以
御
聞
屑
ケ
之
程
偏

・「
奉
願
上
候
以
上

東
下
宿

天
保
八
酉
年

近

江

屋

三
月

九

郎

兵

衛

印



乍
憧
御
願
申
上
候
口
上
畳

一
御
町
様
之
御
蔭
を
以
年
來
私
義
家
名
相
続
仕
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
處
私
宅
之
義
御
覧
被
成
下
候
通
所
≧
及
破
損
別
而
豊
表

等
茂
甚
見
苦
敷
相
成
追
≧
取
繕
も
仕
候
得
共
御
存
知
被
成
下
候
私
義
故
連
茂
自
力

二
難
出
來
心
配
仕
罷
在
候
何
卒
御
町
様
汐
御

助
力
被
成
下
候
ハ
・
御
蔭
を
以
右
破
損
取
繕
も
可
相
成
ふ
千
万
難
有
仕
合
奉
存
候
何
分
御
憐
慰
之
上
可
然
様
御
執
成
之
程
偏

二

奉
願
上
候
右
御
願
迄
書
附
を
以
如
此
御
座
候
以
上

安
政
武
年

丹

波

屋

卯
十

一
月

六

兵

衛

印

津
村
南
之
町

御

年

寄

様

御

會

所

様

次
の
一
通
は
、
右
の
請
願
に
対
し
て
與
へ
ら
れ
た
援
助
金
の
請
取
書
で
あ
る
。

畳

一
金
武
百
疋
也

右
ぞ
此
度
私
義
難
澁

二
付
御
願
申
上
候
虚
格
別
厚
御
憐
慰
を
以
右
之
通
御
助
成
被
成
下
難
有
請
納
仕
候
尤
此
後
私
義
如
何
躰
之

義
出
來
候
共
御
町
様
ー2
決
而
御
願
二
罷
出
中
間
敷
候
爲
後
日
御
助
成
御
請

一
札
依
而
如
件

元
治
武
年

丹

波

屋

乙
丑
三
月

六

兵

衛

印

徳

川
時
代

の
大
坂

町
制

一
斑

一
六

一



法

政

研

究

笛
π十
二
巻

笛
川
一
號

一
山ハ
ニ

津
村
南
之
町

御

年

寄

様

御

丁

人

中

様

大
坂
の
髪
結
は
、
営
業
権
を
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
牢
屋
敷
に
勤
め
る
ビ
か
、
或
は
町
の
或
種
の
事
を
掌
る
義
務
を
有
し
た

の
で
あ
る
が
、
此
髪
結
職
は
、
少
く
こ
も
町
吏
の
直
接
監
督
下
に
あ
つ
た
こ
巴
、
次
の
営
業
権
復
活
願
書
に
就
い
て
、
知
る
こ
と
が

出
來
る
で
あ
ら
う
。

乍

揮

口

上

一
御
町
内
定
髪
結
職
廻
リ
場
所
是
迄
私
共
親
類
播
磨
屋
新
六
御
蔭
を
以
永
≧
相
勤
難
有
奉
存
候
然
ル
庭
右
新
六
儀
先
達
而
死
去

後
伜
共
相
廻
リ
罷
在
候
塵
不
将
之
儀
有
之
御
取
放
し
二
相
成
以
甚
数
ケ
敷
奉
存
候
付
而
ハ
此
度
新
六
後
家
ま
さ
儀
ハ
一
旦
私
共

之
内
に
人
別
引
取
可
申
候
間
以
來
廻
リ
場
所
之
儀
ぞ
私
共
持
場

二
被
仰
付
下
候
ハ
・
難
有
奉
存
候
左
候
ハ
・
宜
鋪
人
物
相
立
定

助
ケ
之
者
差
入
申
度
乍
憧
此
段
書
付
を
以
御
願
奉
申
上
候
何
卒
御
聞
濟
被
爲
成
下
候
ハ
・
御
慈
悲
難
有
仕
合

二
可
奉
存
候
已
上

嘉
永
武
酉
年

油

屋

十
二
月

請

人

利

右

衛

門

印

土
佐
屋音

吉

印

津
村
南
之
町

御
旦
那
様



町
吏
は
町
民
の
諸
種
の
契
約
書

に
奥
書
加
判
を
な
す
を
原
則
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
家
屋
敷
費
買
謹

の
奥
書
加
判
に
は
、
愼

重
な
る
前
提
手
續

が
履
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

先
づ
少
く
と
も
家
屋
敷
の
費
買
に
あ
つ
て
は
、
第

一
に
契
約
成
立
の
旨
を
届
出
で
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
此
届
出
が
あ
つ
た
場
合
、

町
吏
は
當
該
費
買
に
対
す

る
町
人
の
賛
成
承
認
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
き
形
式
を
以
て
な
さ
れ
る
。

口

演

一
丁
内
三
河
屋
藤
助
代
判
萬
介
殿
所
持
家
屋
敷
表
口
五
聞
半
裏
行
六
間
武
尺
但
半
役
之
内
左
之
通

一
表
口
三
聞
半
裏
行
六
間
式
尺

但
三
歩
役

代
金
八
拾
爾

二
相
極

右
之
通
右
藤
助
殿
借
屋
綿
屋
太
兵
衛

へ
永
代
費
渡
候
約
定
行
層
候
旨
被
申
出
候
付
此
段
御
披
露
申
候
若
思
召
も
御
座
候

ハ
・
名

下

へ
御
記
可
被
下
候
御
承
知
之
旨
御
調
印
可
被
成
候
以
上

庚
杵

月
十
三
日

年

寄

印

伊
丹
屋
か
ご

代
判

音

吉

殿

印

順

教

寺

殿

印

毛
馬
屋
梅
吉

代
判

平

兵

衛

殿

印

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
六
三



法

政

研

究

第
十
二
巻

第

一
號

冥

四

は

り

ま

や

宗

介

殿

印

(
以
下
十

一
名
)

次
に
當
該
證
書

面
に
他
町
住
民

が
保
証

人
等
と
し
て

署
名
捺
印
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
印
鑑
、
人
物
證
明

を
そ
の
者
の

居
住
町
か
ら
取
り
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
次
の
如
き
證
明
書
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
¢

其
御
丁
内

内
田
屋
惣
三
郎
借
屋

印

鑑

鍵

屋

吉

郎

兵

衛

印

右
者
當
町
綿
屋
太
兵
衛
家
屋
敷
買
求
候
付
親
類
受
人

一「相
立
候
旨
申
出
候
付
及
御
引
合
候
名
印
無
相
違
諸
掛
合
之
有
無
奥
書
御

調
印
可
被
下
候
以
上

午
六
月
十
四
日

津

村

南

之

町

印

道
修
町
萱
丁
目

人
別
印
…鑑
無
相
違
並
諸
掛
リ
合
無
之
候
以
上

午
六
月

道

修

町

壼

丁

目

印

然
る
後
、
奥
書
加
判
を
な
す
の
で
あ
る
。
家
屋
数
費
渡
誰
の
奥
書
加
判
例
は
特
別
掲
ぐ
る
必
要
も
な
い
と
考

へ
る
⑳
で
あ
る
が
、

次
に
手
附
を
俘

へ
る
も
の
に
対
す

る
も
の
が
あ
る
の
で
之
を
記
載
し
て
参
考
に
供
し
よ
う
。

請
取
中
手
附
證
文

之
事



塩
町
四
丁
目
布
屋
市
左
衛
門
所
持
掛
屋
敷
表
口
五
間
裏
行
十
戴
間
半
但
萱
役
右
家
屋
鋪
萱
ヶ
所
此
度
我
等
勝
手

・一
付
其
許

へ
銀

拾
六
貫
五
百
目

二
萱
渡
候
約
定
仕
候

二
付
則
手
附
蓬
し
て
銀
五
百
目
樋

二
請
取
申
所
實
正
也
然
ル
上

ハ
帳
切
之
儀
來
ル
十
二
月

十
日
迄
之
慮
封

二
而
自
然
右
日
限
相
過
候

ハ
・
右
手
附
銀
流

し
二
相
成
可
申
候
爲
後

日
手
附
銀
請
取
中
證
文
伍
如
件

文
政
十
三
寅
年
十

一
月

右
之
通
承
知
仕
候
依
而

奥
印
如
件

布

屋

市

左

衛

門

印

年

寄河

内

屋

平

兵

衛

印

明

石

屋

芳

兵

衛

殿

省
ほ
此
手
附
銀
授
受
亦
、
町
年
寄
の
承
認

の
上
に
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
九
こ
ご
、
右
の
證
文

に
徴

し
て
も
推
測
せ
ら
れ
る

③

の
で
あ
る
。
南
米
屋
町
の

「
丁
中
式
目
帳
」
の

『家
萱
買
之
飾
手
附
銀
之
事
』
の
條
は

そ
の
明
文
で
あ
る
。
参
照
さ
れ
度
し
。

⑨

「大
阪
市
史
」
第
五
、
二
一
八
頁
。

大
坂
の
家
屋
敷
責
買
に
あ
つ
て
も
、
最
後

に
水
帳
即
ち

土
地
台
帳
の
名
義
貼
替

(
帳
切
)
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
売
却

人
が
特
別

な
る
債
務
の
履
行
を
怠

つ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
町
吏
は
そ
の
名
義
変
更

を
受
付
け
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
此

の
如
き
場
合
、
該
債
務

の
支
辮
を
誓
約
し
、
叉
そ
の
保
証
人
を
立
て
玉
、
町
に
帳
切
實
現
を
嘆
願
し
忙
も
の
ら
し
い
。
次
の

一
札
参
看
。

一

札

一
我
等
並
外
蓮
印
申
合
無
猿
入
用

二
付
去
丑
七
月

二
尾
州
桃
花
御
殿
御
貸
附
銀
戴
貫
五
百
目
拝
借
仕
其
後
三
百
五
拾
目
返
納
仕

徳
川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
六
五



法

紘灰

研

究

㎝第
"十

一一
巻

第
}
一
鷺
訓

一
六

みハ

淺
銀
戴
貫
百
五
拾
匁
有
之
御
願
立

二
相
成
當
時
返
上
納
御
日
延
中

二
御
座
候
處
津
村
中
之
町

二
而
我
等
所
持
之
掛
ケ
屋
敷
萱
ケ

所
此
度
勝
手

二
付
同
町
私
借
屋
曾
根
屋
徳
三
郎
殿
に
費
佛
申
候

二
付
而
{
同
町
汐
差
支
之
有
無
引
合
有
之
候
故
右
名
目
銀
掛
リ

合
中
之
義
中
之
町

へ
被
仰
聞
候
付
帳
切
難
相
成
趣
同
町
左
被
申
御
尤
之
儀
委
細
承
知
仕
候
是
ニ
ハ
外
連
印
も
御
座
候
夏
故
我
等

δ
一
時

二
濟
方
も
難
相
成
來
卯
五
月
迄

二
皆
濟
上
納
可
仕
候
自
然
私
返
上
納
難
出
來
節

ハ
此
印
形
之
も
の
5
無
相
違
急
度
返
上

納
可
仕
候
間
何
卒
此
段
御
承
知
被
成
下
候
上
中
之
町

へ
名
目

一
件
差
構
無
之
旨
御
引
合
被
下
候
ハ
・
無
滞
帳
切
相
濟
大
悦

二
奉

存
候
無
左
候
而
ぞ
帳
切
難
出
來
甚
難
澁
仕
候
間
此
段
伏
両
御
願
申
上
候
爲
後
日
一
札
伍
如
件

棄

七
葎

月

伊

丹

屋

藤

兵

衛

印

前
書
之
通
相
違
無
之
若
藤
兵
衛
汐
返
上
納
難
相
成
候
節

ハ
本
人
二
不
拘
我
等
汐
相
辮
無
滞
上
納
仕
御
丁
内
へ
少
も

難
儀
相
掛
申
間
敷
候
爲
後
日
奥
印
伍
如
件

曾

根

屋

善

七

印

津
村
南
之
町

年
寄伊

勢

屋

利

兵

衛

殿

饒

言

今
、
町
の
本
質
に
關
し
て
云
爲
す
べ
き
逞
と
準
備
亡
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

當
時
樫
利
義
務
の
主
膿
と
し
て
の

『町
中
』
、



『
丁
中
』
な
る
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
存
す
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
揚
げ
て
本
篇
を
絡
結
し
た
い
。

囲
米
費
佛
代
預
リ
詮
文
之
事

津
村
南
之
町

一
廣
嶋
米
拾
石

町

中

持

此
費
梯
代
銀
四
百
八
拾
三
匁

但
萱
石

二
付
四
拾
八
匁
三
分
替

右
囲
米
切
手
責
佛
代
銀
書
面
之
通
燧
預
リ
置
候
尤
此
内
半
銀
通
を
以
籾
米
買
替
籾
藏
所
82
詰
置
淺
半
銀
通
ぞ
從
御
役
所
御
貸
附

銀

二
相
成
右
利
足
銀
を
以
土
藏
建
増
追
柔
籾
米
買
入
改
詰
増
候
筈

二
候
條
爲
後
誰
依
如
件

囲
米
掛
惣
年
寄

文
化
二
乙
丑
年
閏
八
月
廿
四
日

渡

邊

叉

兵

衛

印

井

吉

三

郎

兵

衛

印

井

岡

半

右

衛

門

印

津
村
南
之
町

町

人

中

(
裏
書
)

書
面
之
通
承
置
候

東
西

丑
閏

八
月
廿

四
日

地

方

役

所

印

序
に
同
類
の
史
料
を
一
二
出
す
ε
、
先
づ
九
大
法
文
學
部
法
制
史
研
究
室
所
藏
の
町
中
借
金
謎
文

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
六
七



法

政

研

究

笛
π
十
一一
巻

笛
罪
一
號

一
山ハ
八

家

質

詮

文

之

事

一
大
和
大
路
薪
五
軒
町
西
側
近
江
屋
新
六
所
持
之
家
屋
鋪

壷
ケ
所

表

ロ
式
間
九
寸

裏
行
町
並
石
垣
限

南
隣
玉
屋
吉
兵
衛

北
隣
越
後
屋
七
次
郎

右
沽
券
歌
相
渡
置
申
候

但
利
足
月

右
之
家
屋
敷
爲
質
物
銀
高
五
貫
目
借
用
仕
候
虚
實
正
也
來
月
廿
五
日
限
此
手
形
を
以
急
度
返
辮
可
申
候
万
一
日
限
於
遅
滞
者
右

家
屋
敷
早
速
費
梯
代
銀
相
渡
候
鰍
又
者
致
帳
切
相
渡
可
申
候
其
上
如
何
様
之
難
澁
出
來
仕
候
共
右
銀
高
連
印
之
者
共
汐
急
度
相

立
可
申
候
爲
後
日
家
質
詮
文
依
如
件

文
久
三
年
亥
十
月

大
和
大
路
新
五
軒
町

借
主

町

中

年

寄

丸

屋

治

兵

衛

印

五
人
組

鍋

屋

久

次

郎

印

同

市

田

屋

卯

七

印

町
惣
代

水

引

屋

嘉

三

郎

印

近

江

屋

新

六

印

右
證
文
之
通
口
入
致
候
返
辮
方
相
違
無
之
様
爲
致
可
申
候
爲
其
奥
書
如
件

癸
亥
年
十

一
月
四
日

家
質
貸
附
取
扱

湯

本

三

郎

九

郎

印



石
井
良
助
博
士
藏
大
坂
の
幕
吏
八
田
定
保
の

「
公
務
日
記
」
四
、
明
和
五
年
十

一
月
十
日
の
條
に

一
今
日
呼
出
し
置
候
御
祠
堂
銀
四

口
共
返
書
申
付
候
處
萱
ロ
バ
出
入
濟
残
り
御
直

一一
申
上
候
上
公
事
場

二
而
六
十
日
切

二
被
仰

渡
候
事
但
右
之
内
丁
中
貸
リ
有
之
則
年
寄
月
行
司
相
手
取
有
之
候
處
年
寄
ハ
市
之
允
年
掛
ケ
合
力
金
取

込
出
入

二
付
預
ケ

ニ
相

①

成
有
之
候
得
共
(者
か
)
月
行
司
ー2
斗
濟
方
被
仰
渡
候
事
σ

働

「古
事
類
苑
」
政
治
部
三
、

=
二
六
一
頁
以
下
、
四
、
六
二
一
頁
以
下
等
参
照
。

叉
大
坂
津
村
南
之
町
奮
藏

「
目
安
帳
」
に

(前
略
)
文
久
三
亥
年
七
月
二
日
願
町
貸
預
ケ
銀
出
入
」

(中
略
)」
願
人
津
村
南
之
町
河
内
屋
太
兵
衛
」
相
手
松
平
遠
江
守
様

御
領
分
撮
州
川
邊
郡
尼
ヶ
崎
別
處
町
組
頭
網
屋
嘉
右
衛
門
L
同
右
同
断
組
頭
角
屋
久
四
郎

(
以
下
組
頭

二
名
)L
同
右
同
断
町
人

蠣
屋
惣
助
」
同
右
同
断
名
主
鍋
屋
平
三
郎
」
並

二
惣
代
治
三
郎
」
右
相
手
之
者
共
5
去
ル
安
政
五
午
年
四
月
髄
成
證
文

を
以
別

處
町
要
用

二
付
丁
中
ぬ
銀
武
十
貫
匁
預
ヶ
置
此
利

徳

川
時
代

の
大
坂
町
制

一
斑

一
六
九


